
第八次
和歌山県保健医療計画(概要)

（令和６年度～令和11年度）

福祉保健部 健康局 医務課

資料１



「第八次 和歌山県保健医療計画」 の概要

・昭和60年に法制化（昭和61年～第一次計画）
・患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、県民の医療に対する安心及び信頼の確保を図るため
医療計画を策定
・和歌山県では、保健に関する事項も併せて盛り込み、「保健医療計画」として策定

医療計画
制度

計画期間 ６年間 （令和６年度～令和１１年度）

基本理念
保健医療を取り巻く環境の変化に的確に対応するとともに、将来を見据え県民が安全で質の高い医療を受けることができるよう、
本県の医療提供体制の構築の方向性を示すもの

主な
記載事項

● ５疾病 ６事業及び在宅医療 それぞれに係る医療提供体制の構築

５疾病 ①がん ②脳卒中 ③心筋梗塞等の心血管疾患 ④糖尿病 ⑤精神疾患

６事業 ①救急医療 ②災害医療 ③新興感染症発生・まん延時における医療
④へき地医療 ⑤周産期医療 ⑥小児医療（小児救急医療を含む）

● 二次医療圏の設定

● 基準病床数の設定
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● 地域医療構想、外来医療

● 医師の確保、医療従事者の確保 等



「和歌山県保健医療計画」 の改定のポイント

● 新興感染症発生・まん延時における医療を追加。
現計画に引き続き、５疾病・６事業及び在宅医療について重点的に取組を推進。

5疾病・６事業及び
在宅医療について

医療圏について

● 現行の７医療圏を維持。
二次医療圏について、人口規模や患者の受療動向を踏まえて、二次医療圏の設定の見直しを検討。
地域医療構想で定める構想区域や老人福祉圏域と一致させることが適当であることから、現行の７医療圏を維持。

● 【がん医療圏】 和歌山・有田を１つの医療圏として設定し６圏域。
【周産期医療圏】 和歌山・那賀・有田を１つの医療圏として設定し５圏域。
【新興感染症発生・まん延時における医療圏】 感染症法に基づいて県が一元的な対応を行うため１圏域。

● 那賀医療圏、田辺医療圏が病床非過剰地域となり、新たな病床整備が可能。
第七次計画では全医療圏が病床過剰地域

基準病床数について

医療計画に
内包する計画

2

● 医師確保計画、外来医療計画を医療計画の一部として記述。
令和２年度に策定した医師確保計画及び外来医療計画についても、医療計画と同時改定。



福祉保健部の主な計画 関連図
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    計画期間

 分野
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

障害福祉

医療

健康

薬事

保険

高齢福祉

第八次保健医療計画（R6～R11)

【わかやま⾧寿プラン2024】

１）第９次介護保険事業支援計画（R6～R8）

２）第10次老人福祉計画（R6～R8）

【紀の国障害者プラン2024】

１）第６次障害者計画（R6～R11）

２）第７期障害福祉計画（R6～R8）

３）第３期障害児福祉計画（R6～R8）

第三期国民健康保険運営方針（R6～R11)

①重点：がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患、救急、小児、周産期、災害、へき地、感染症、在宅の各医療提供体制を構築

②基準病床数（一般・療養、精神、感染症、結核病床数)の設定 ③二次医療圏の設定

◆地域医療構想（H28～R7) ・2025年における病床機能別の必要病床数を定め、切れ目のない医療提供体制を構築
◆医師確保計画（R6～R8) ・地域の実情に応じた医師確保対策を推進し、県内の医師偏在を解消
◆外来医療計画（R6～R8) ・外来医療機能の偏在是正及び外来医療提供体制を充実

第五次紀の国薬物乱用防止五か年戦略（R6～R10)

・第四次健康増進計画（R6～R17)

・第２次歯と口腔の健康づくり計画（R6～R17）

・第２期循環器病対策推進計画（R6～R11）

・第４次がん対策推進計画（R6～R11）

・感染症予防計画（R6～R11)

・紀州っこ健やかプラン2020（R2～R6)

第四期医療費適正化計画（R6～R11)

薬剤師確保計画（R6～R8)



基準病床数

目 的 病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域偏在を是正し、
全国的に一定水準以上の医療を確保

仕組み

②既存病床数が①基準病床数を超える地域（病床過剰地域）では、次のとおり対応

◎公的医療機関等 ・・・ 県知事は、県医療審議会の意見を聞いて、病床設置を許可しないことができる

◎その他の医療機関 ・・・ 県知事は、医療計画達成の推進のために特に必要がある場合は、県医療審議会の意見を聞いて、
病床設置に関し勧告を行うことができる
病床過剰地域において、県知事の勧告に従わない場合は、保険医療機関の指定を行わないことができる

①基準病床数
と

②既存病床数

病床種別 二次医療圏 ①基準病床数
（八次計画）

②既存病床数
（R5.12.31）

一般病床
及び

療養病床

和歌山 ５，１１８ ５，２２６ 病床過剰

那 賀 ８２５ ７６２

橋 本 ７５６ ８３３ 病床過剰

有 田 ５２８ ６４３ 病床過剰

御 坊 ６１７ ６９５ 病床過剰

田 辺 １，３８９ １，１９６

新 宮 ７１７ ８０６ 病床過剰

小 計 ９，９５０ １０，１６１

精神病床 （県全域） １，３６６ ２，０３３ 病床過剰

結核病床 （県全域） １６ １５

感染症病床 （県全域） ３２ ３２
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第八次 和歌山県保健医療計画の構成
第１章 計画策定の趣旨
１．計画策定の趣旨
２．基本理念
３．計画の位置付け
４．計画の期間

第２章 和歌山県の概況
１．地勢と人口構造
２．人口動態
３．受療動向
４．医療施設の状況
５．保健医療に関する県民の意識等

第３章 保健医療圏の設定と基準病床数
１．保健医療圏の設定の趣旨
２．保健医療圏の設定
３．基準病床数の算定

第４章 地域医療構想
１．2025年の医療需要と必要病床数
２．病床機能報告からみた機能別病床数の現状
３．めざすべき医療提供体制
４．構想実現に向けた施策等

第５章 医療提供体制の構築
第１節 疾病又は事業ごとの医療提供体制の構築
１．がん
２．脳卒中
３．心筋梗塞等の心血管疾患
４．糖尿病
５．精神疾患
６．小児医療（小児救急を含む）
７．周産期医療
８．救急医療
９．災害医療
10．へき地医療
11．新興感染症発生・まん延時における医療
12．在宅医療
第２節 外来医療

第３節 生涯を通じた保健医療対策
健康づくり、母子保健対策、感染症対策、難病対策、
アレルギー疾患対策、移植医療対策、歯科保健対策

第４節 医師の働き方改革
第５節 医療従事者の確保と資質向上
１．医師
２．歯科医師
３．薬剤師
４．看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）
５．理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
６．歯科医衛生士
７．その他の保健医療関係従事者等
第６節 薬事
１．医薬品等の供給と安全性の確保
２．血液の確保
３．薬物乱用の防止
第７節 安全で良質な医療サービスの提供
１．医療安全対策
２．医療サービスの向上
３．情報化の推進
第８節 健康危機管理体制の構築

第６章 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組
１．地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携
２．介護予防
３．リハビリテーション

第７章 医療計画の推進体制
１．計画の周知と情報公開
２．推進体制
３．数値目標一覧
４．進捗管理と評価

【資料】
１．各圏域の状況
２．医療機能調査結果概要
３．県医療審議会・地域保健医療協議会委員等
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「が
ん
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

②
が

ん
予

防
が

ん
検

診
受

診
率

(肺
)

令
和

４
年

46.5%
→

70.0％

①
が
ん
に
よ
る
死
亡
者
の
減
少

②
科

学
的

根
拠

に
基

づ
くが

ん
予

防
・が

ん
検

診
の

充
実

○
生

活
習

慣
の

改
善

を
促

進
（

食
、
運

動
、
喫

煙
等

）
○

が
ん

検
診

の
受

診
率

の
向

上
、
精

度
管

理
に

よ
る

質
の

向
上

②
科
学
的
根
拠
に
基
づ
くが
ん
予
防
・が
ん
検
診
の
充
実

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
本

県
の

死
亡

原
因

の
第

１
位

。
○

75歳
未

満
年

齢
調

整
死

亡
率

は
、
減

少
傾

向
だ

が
、
全

国
値

と比
べ

て
高

い
。

○
が

ん
検

診
受

診
率

は
、
増

加
傾

向
だ

が
、
全

国
値

と
比

べ
て

低
い

。
○

が
ん

拠
点

病
院

や
が

ん
推

進
病

院
を

中
心

に
、
が

ん
医

療
の

均
て

ん
化

を
推

進
。

《課
題

》

《現
状
》

③
が

ん
医

療
チ

ー
ム

医
療

を
提

供
で

き
る

が
ん

医
療

圏

令
和

５
年

度
全

て
の

が
ん

医
療

圏
→

全
て

の
が

ん
医

療
圏

①
が

ん
の

死
亡

者
減

少
75歳

未
満

年
齢

調
整

死
亡

率
(人

口
10万

対
)

令
和

３
年

68.6
→

58.3

■
圏
域
設
定

６
圏

域
:

【和
歌

山
・有

田
】、

那
賀

、
橋

本
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

③
患
者
本
位
で
持
続
可
能
な
が
ん
医
療
の
提
供

④
が
ん
と
と
も
に
尊
厳
を
持
っ
て

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
構
築

③
患

者
本

位
で

持
続

可
能

な
が

ん
医

療
の

提
供

○
が

ん
診

療
の

充
実

や
、
チ

ー
ム

医
療

及
び

医
療

連
携

の
推

進
○

が
ん

医
療

従
事

者
の

人
材

育
成

○
が

ん
と診

断
さ

れ
た

時
か

ら
の

緩
和

ケ
ア

の
推

進

④
が

ん
ととも

に
尊

厳
を

持
って

安
心

し
て

暮
ら

せ
る

社
会

の
構

築
○

相
談

支
援

の
体

制
整

備
○

セ
カ

ン
ド

・オ
ピ

ニ
オ

ン
の

普
及

④
が

ん
との

共
生

セ
カ

ン
ド

・オ
ピ

ニ
オ

ン
を

内
容

ま
で

知
って

い
る

県
民

の
割

合

令
和

５
年

度
47.1％

→
80.0％

①
が

ん
に

よ
る

死
亡

者
の

減
少

○
予

防
、
医

療
、
が

ん
との

共
生

等
、
総

合
的

な
が

ん
対

策
を

推
進
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「脳
卒
中
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
予

防
対

策
の

推
進

○
食

生
活

や
運

動
習

慣
の

改
善

等
の

普
及

○
脳

卒
中

発
症

の
前

兆
や

発
症

時
の

早
期

受
診

の
啓

発
○

こ
ども

の
頃

か
ら

の
疾

病
予

防
や

適
切

な
生

活
習

慣
に

つ
い

て
の

教
育

○
特

定
健

康
診

査
の

実
施

率
の

向
上

・特
定

保
健

指
導

の
推

進

②
脳

卒
中

地
域

連
携

ク
リテ

ィカ
ル

パ
ス

を
実

施
し

て
い

る
医

療
圏

数
令

和
５

年
度

６
圏

→
７

圏
（

全
二

次
医

療
圏

）

①
予
防
対
策
の
推
進

②
医

療
連

携
体

制
の

推
進

○
基

礎
疾

患
管

理
・・・地

域
で

の
「か

か
りつ

け
医

」の
普

及
○

発
症

直
後

の
連

携
体

制
の

確
保

・・・救
急

搬
送

体
制

の
構

築
、
救

急
医

療
体

制
の

充
実

、
急

性
期

医
療

体
制

の
整

備
○

身
体

機
能

改
善

の
た

め
の

リハ
ビ

リテ
ー

シ
ョン

･･･地
域

リハ
ビ

リテ
ー

シ
ョン

体
制

の
充

実
○

在
宅

療
養

生
活

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
の

整
備

・・・医
療

と介
護

の
連

携
を

図
り
、
在

宅
療

養
が

継
続

で
き

る
よ

う
な

体
制

の
整

備
、
治

療
と仕

事
の

両
立

支
援

の
推

進
○

新
興

感
染

症
発

生
・ま

ん
延

時
等

に
お

け
る

医
療

連
携

体
制

の
構

築

②
医
療
連
携
体
制
の
推
進

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
年

齢
調

整
死

亡
率

は
全

国
よ

り低
い

が
、
受

療
率

は
高

く、
発

症
の

リス
ク

要
因

で
あ

る
高

血
圧

性
疾

患
の

受
療

率
も

全
国

よ
り高

い
。

○
介

護
が

必
要

とな
った

主
な

原
因

とし
て

大
き

な
割

合
を

占
め

る
こ

と
か

ら
、
予

防
対

策
の

推
進

が
必

要
。

○
発

症
直

後
の

適
切

な
医

療
が

患
者

の
予

後
に

大
き

く左
右

す
る

こ
とか

ら
、
救

急
体

制
の

整
備

、
医

療
、
保

健
、

福
祉

の
連

携
強

化
が

重
要

。
《課

題
》

《現
状
》

②
脳

梗
塞

に
対

す
る

t-PA
に

よ
る

血
栓

溶
解

療
法

の
実

施
件

数
令

和
３

年
度

84件
→

増
加

②
脳

梗
塞

に
対

す
る

血
栓

回
収

療
法

の
実

施
件

数
令

和
３

年
度

102件
→

増
加

①
特

定
健

康
診

査
の

実
施

率
令

和
３

年
度

48.9％
→

70％
以

上

特
定

保
健

指
導

の
実

施
率

令
和

３
年

度
23.2％

→
45％

以
上

①
メ

タ
ボ

リック
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
の

減
少

率
令

和
３

年
度

平
成

20年
度

比
10.7%

減
少

→
平

成
20年

度
比

25％
以

上
減

少

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮
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「心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
予

防
対

策
の

推
進

○
食

生
活

や
運

動
習

慣
の

改
善

等
の

普
及

○
発

症
時

の
早

期
受

診
の

啓
発

○
こ

ども
の

頃
か

ら
の

疾
病

予
防

や
適

切
な

生
活

習
慣

に
つ

い
て

の
教

育
○

特
定

健
康

診
査

の
実

施
率

の
向

上
・特

定
保

健
指

導
の

推
進

①
予
防
対
策
の
推
進

②
医

療
連

携
体

制
の

推
進

○
基

礎
疾

患
管

理
・・・地

域
で

の
「か

か
りつ

け
医

」の
普

及
○

発
症

直
後

の
連

携
体

制
の

確
保

・・・県
民

を
対

象
に

Ａ
Ｅ

Ｄ
を

使
用

し
た

救
命

講
習

の
実

施
、
Ａ

Ｅ
Ｄ

設
置

促
進

、
救

急
搬

送
体

制
の

構
築

、
救

急
医

療
体

制
の

充
実

○
専

門
治

療
や

心
血

管
疾

患
リハ

ビ
リテ

ー
シ

ョン
等

の
実

施
･･･迅

速
に

専
門

的
な

治
療

が
開

始
で

き
る

体
制

整
備

、
診

断
・治

療
・リハ

ビ
リテ

ー
シ

ョン
が

切
れ

目
な

く継
続

で
き

る
医

療
体

制
の

整
備

、
病

状
に

あ
った

リハ
ビ

リテ
ー

シ
ョン

の
提

供
○

在
宅

療
養

生
活

の
サ

ポ
ー

ト
体

制
の

整
備

・・・医
療

と介
護

の
連

携
に

よ
る

再
発

予
防

等
へ

の
支

援
、
治

療
と

仕
事

の
両

立
支

援
の

推
進

○
新

興
感

染
症

発
生

・ま
ん

延
時

等
に

お
け

る
医

療
連

携
体

制
の

構
築 ②
医
療
連
携
体
制
の
推
進

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
虚

血
性

心
疾

患
及

び
急

性
心

筋
梗

塞
の

年
齢

調
整

死
亡

率
が

、
男

女
とも

高
く、

発
症

リス
ク

要
因

で
あ

る
高

血
圧

性
疾

患
の

受
療

率
も

高
い

こ
と
か

ら
、
予

防
対

策
の

推
進

が
必

要
。

○
救

命
率

の
向

上
、
リハ

ビ
リテ

ー
シ

ョン
、
合

併
症

や
再

発
予

防
の

た
め

に
医

療
、
保

健
、
福

祉
の

連
携

強
化

が
重

要
。

《課
題

》

《現
状
》

②
虚

血
性

心
疾

患
の

年
齢

調
整

死
亡

率
（

人
口

10万
対

）
令

和
２

年
男

性
114.5（

全
国

73.0）
女

性
46.5（

全
国

30.2）
→

全
国

値
以

下

②
Ｐ

Ｃ
Ｉ

を
施

行
さ

れ
た

急
性

心
筋

梗
塞

患
者

の
う
ち

、
90分

以
内

の
冠

動
脈

再
開

通
割

合
令

和
３

年
度

54.0％
→

増
加

①
特

定
健

康
診

査
の

実
施

率
令

和
３

年
度

48.9％
→

70％
以

上

特
定

保
健

指
導

の
実

施
率

令
和

３
年

度
23.2％

→
45％

以
上

①
メ

タ
ボ

リック
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
の

減
少

率
令

和
３

年
度

平
成

20年
度

比
10.7%

減
少

→
平

成
20年

度
比

25％
以

上
減

少

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮
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「糖
尿
病
」の
概
要

■
主
な
施
策
の
方
向

①
予

防
対

策
の

推
進

○
運

動
習

慣
の

定
着

や
食

生
活

の
改

善
等

を
普

及
○

糖
尿

病
の

正
し

い
知

識
の

普
及

・啓
発

○
こ

ども
の

頃
か

ら
の

疾
病

予
防

や
適

切
な

生
活

習
慣

に
つ

い
て

の
教

育
を

推
進

③
医

療
連

携
体

制
の

推
進

○
未

治
療

や
治

療
中

断
者

へ
の

受
診

勧
奨

及
び

合
併

症
や

重
症

化
予

防
の

推
進

○
か

か
りつ

け
医

、
専

門
医

の
連

携
体

制
の

構
築

○
新

興
感

染
症

流
行

時
等

に
お

け
る

切
れ

目
の

な
い

医
療

体
制

の
整

備
○

医
科

歯
科

連
携

に
よ

る
口

腔
ケ

ア
の

体
制

整
備

○
糖

尿
病

地
域

連
携

手
帳

の
利

用
促

進
等

に
よ

る
地

域
連

携
体

制
の

構
築

○
治

療
と仕

事
の

両
立

支
援

の
推

進
○

慢
性

腎
臓

病
（

Ｃ
Ｋ

Ｄ
）

に
お

け
る

医
療

連
携

の
充

実

《課
題

》

《現
状
》

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

■
現
状
と
課
題

①
予
防
対
策
の
推
進

③
医
療
連
携
体
制
の
推
進

○
糖

尿
病

の
外

来
受

療
率

が
全

国
値

よ
り
高

く、
予

防
対

策
の

推
進

が
必

要
。

○
特

定
健

康
診

査
や

特
定

保
健

指
導

の
実

施
率

が
全

国
値

よ
り低

い
。

○
病

状
に

応
じ

た
糖

尿
病

の
専

門
的

な
治

療
や

重
症

化
予

防
の

た
め

の
多

職
種

間
の

連
携

強
化

等
医

療
連

携
体

制
の

確
保

が
必

要
。

②
早
期
発
見

②
早

期
発

見
○

特
定

健
康

診
査

の
実

施
率

の
向

上
に

よ
る

糖
尿

病
や

そ
の

疑
い

の
あ

る
県

民
の

早
期

発
見

を
促

進
○

特
定

保
健

指
導

の
推

進

③
糖

尿
病

性
腎

症
に

よ
る

年
間

新
規

透
析

導
入

患
者

数
令

和
３

年
102人

→
87人

(令
和

17年
度

)

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

③
糖

尿
病

地
域

連
携

手
帳

を
活

用
し

て
い

る
医

療
圏

数
令

和
５

年
３

圏
→

７
圏

（
全

二
次

医
療

圏
）

①
メ

タ
ボ

リック
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
該

当
者

及
び

予
備

群
の

減
少

率
令

和
３

年
度

平
成

20年
度

比
10.7%

減
少

→
平

成
20年

度
比

25％
以

上
減

少

②
特

定
健

康
診

査
の

実
施

率
令

和
３

年
度

48.9％
→

70％
以

上

特
定

保
健

指
導

の
実

施
率

令
和

３
年

度
23.2％

→
45％

以
上
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「精
神
疾
患
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
予

防
対

策
の

推
進

○
精

神
疾

患
の

理
解

促
進

の
た

め
の

普
及

啓
発

○
こ

こ
ろ

の
健

康
づ

くり及
び

自
殺

予
防

の
推

進

⑥
依

存
症

者
に

対
す

る
適

切
な

医
療

を
提

供
す

る
こ

と
が

で
き

る
専

門
医

療
機

関
の

選
定

ア
ル

コ
ー

ル
令

和
５

年
３

地
域

→
４

地
域

薬
物

令
和

５
年

０
地

域
→

１
地

域
ギ

ャ
ン

ブ
ル

等
令

和
５

年
３

地
域

→
４

地
域

①
予
防
対
策
の
推
進

②
医

師
確

保
及

び
医

師
の

働
き

方
改

革
の

推
進

○
精

神
科

医
確

保
支

援
策

の
展

開
○

キ
ャ
リア

形
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

充
実

等
に

よ
る

本
県

へ
の

定
着

化
推

進
○

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

等
に

よ
る

働
き

方
改

革
推

進

②
医
師
確
保
及
び
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
県

の
精

神
疾

患
の

推
計

外
来

患
者

数
は

約
４

万
1,000人

。
○

うつ
病

を
は

じ
め

とす
る

気
分

障
害

の
増

加
が

顕
著

。
○

精
神

科
病

院
の

入
院

者
数

は
減

少
傾

向
。

○
自

殺
死

亡
率

が
人

口
10万

対
で

19.6人
と全

国
平

均
と比

べ
て

多
い

。
《課

題
》

《現
状

》

③
精

神
科

病
床

に
お

け
る

入
院

後
３

か
月

、
６

か
月

、
１

年
時

点
の

退
院

率
(令

和
８

年
度

目
標

)
３

か
月

令
和

４
年

63.5％
→

 69％
６

か
月

令
和

４
年

86.5％
→

 88％
１

年
令

和
４

年
91.1％

→
 92％

④
応

急
入

院
指

定
病

院
の

指
定

数
令

和
５

年
６

か
所

→
９

か
所

①
心

の
サ

ポ
ー

タ
ー

の
養

成
令

和
５

年
191人

→
6,000人

②
精

神
科

医
師

数
(精

神
科

病
院

常
勤

勤
務

)
令

和
４

年
68人

→
86人

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

③
⾧
期
入
院
者
の
地
域
移
行
の
強
化

④
精
神
科
救
急
医
療
の
充
実

⑥
多
様
な
精
神
疾
患
等
に
も
対
応
し
た
医
療
連
携
体
制

④
精

神
科

救
急

医
療

の
充

実
○

県
精

神
科

救
急

医
療

体
制

連
絡

調
整

委
員

会
や

救
急

救
命

協
議

会
等

の
協

議
の

場
に

お
け

る
関

係
機

関
との

連
携

強
化

③
⾧

期
入

院
者

の
地

域
移

行
の

強
化

○
精

神
障

害
に

も
対

応
し

た
地

域
包

括
ケ

ア
シ

ス
テ

ム
構

築
の

更
な

る
推

進
○

治
療

抵
抗

性
統

合
失

調
症

治
療

薬
等

専
門

治
療

が
県

内
で

受
け

ら
れ

る
連

携
体

制
づ

くり

⑥
多

様
な

精
神

疾
患

等
に

も
対

応
し

た
医

療
連

携
体

制
○

精
神

科
病

院
等

に
お

け
る

医
療

機
能

の
明

確
化

○
専

門
治

療
を

行
う
医

療
機

関
の

充
実

○
医

療
観

察
法

に
お

け
る

指
定

通
院

医
療

機
関

の
拡

充
○

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

隊
員

の
養

成

⑤
身
体
科
と
精
神
科
の
連
携
強
化

⑤
身

体
科

と精
神

科
の

連
携

会
議

の
開

催
数

令
和

５
年

０
回

→
１

回

⑤
身

体
科

と精
神

科
の

連
携

強
化

○
身

体
合

併
症

や
自

殺
未

遂
者

等
の

対
応

に
お

け
る

身
体

科
と精

神
科

の
ス

ム
ー

ズ
な

連
携

体
制

の
構

築
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「精
神
疾
患
の
う
ち
認
知
症
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
認

知
症

の
予

防
推

進
・早

期
発

見
・早

期
対

応
○

電
話

相
談

窓
口

の
設

置
や

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

等
で

の
相

談
機

能
の

充
実

○
認

知
症

初
期

集
中

支
援

チ
ー

ム
や

認
知

症
地

域
支

援
推

進
員

の
活

動
支

援
○

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
○

か
か

りつ
け

医
、
歯

科
医

師
、
薬

剤
師

、
看

護
師

等
向

け
の

認
知

症
対

応
力

向
上

研
修

の
実

施
○

Ｍ
Ｃ

Ｉ
に

関
す

る
啓

発
や

Ｍ
Ｃ

Ｉ
高

齢
者

の
居

場
所

づ
くり支

援
○

若
年

性
認

知
症

を
含

む
認

知
症

の
人

や
そ

の
家

族
に

対
す

る
支

援

②
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

整
備

数
令

和
４

年
度

８
か

所
→

８
か

所

①
認
知
症
の
予
防
推
進
・早
期
発
見
・早
期
対
応

②
医

療
提

供
体

制
の

確
保

○
病

院
勤

務
の

医
療

従
事

者
等

向
け

の
認

知
症

対
応

力
向

上
研

修
の

実
施

○
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

の
設

置
と運

営
支

援
○

基
幹

型
セ

ン
タ

ー
と連

携
し

た
各

認
知

症
疾

患
医

療
セ

ン
タ

ー
の

事
業

評
価

や
人

材
育

成
の

実
施

②
医
療
提
供
体
制
の
確
保

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
本

県
の

認
知

症
の

人
の

数
は

令
和

７
年

で
は

６
万

3,000人
、
令

和
22年

で
は

７
万

6,000人
に

上
る

と推
計

。
○

軽
度

認
知

障
害

（
以

下
「Ｍ

Ｃ
Ｉ

」とい
う
。
）

の
人

の
数

は
県

内
に

お
い

て
約

４
万

人
存

在
す

る
と推

計
。

認
知

症
発

症
前

の
Ｍ

Ｃ
Ｉ

高
齢

者
を

中
心

に
、
認

知
症

の
進

行
抑

制
を

図
る

認
知

症
予

防
の

取
組

が
必

要
。

○
地

域
に

お
い

て
認

知
症

を
早

期
に

発
見

し
、
診

断
・治

療
に

つ
な

げ
る

た
め

の
支

援
体

制
が

必
要

。
○

65歳
未

満
で

発
症

し
た

若
年

性
認

知
症

の
人

や
そ

の
家

族
に

は
現

役
世

代
特

有
の

課
題

が
存

在
。

○
認

知
症

に
な

って
も

本
人

の
意

思
が

尊
重

さ
れ

、
で

き
る

限
り住

み
慣

れ
た

地
域

で
生

活
を

継
続

す
る

こ
とが

で
き

る
よ

う
、
医

療
提

供
体

制
の

確
保

が
必

要
。

○
中

心
的

な
役

割
を

担
う
基

幹
型

セ
ン

タ
ー

で
あ

る
和

歌
山

県
立

医
科

大
学

附
属

病
院

に
加

え
、
二

次
医

療
圏

ご
とに

１
か

所
ず

つ
設

置
し

て
い

る
認

知
症

疾
患

医
療

セ
ン

タ
ー

の
機

能
が

重
要

。
《課

題
》

《現
状
》

②
一

般
病

院
勤

務
医

療
従

事
者

認
知

症
対

応
力

向
上

研
修

の
受

講
者

数
令

和
４

年
度

2,154人
→

3,800人

①
か

か
りつ

け
医

認
知

症
対

応
力

向
上

研
修

の
受

講
者

数
令

和
４

年
度

765人
→

1,020人

認
知

症
サ

ポ
ー

ト
医

の
養

成
数

令
和

４
年

度
123人

→
200人

①
歯

科
医

師
認

知
症

対
応

力
向

上
研

修
の

受
講

者
数

令
和

４
年

度
337人

→
520人

薬
剤

師
認

知
症

対
応

力
向

上
研

修
の

受
講

者
数

令
和

４
年

度
569人

→
800人
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「小
児
救
急
を
含
む
小
児
医
療
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
小

児
救

急
医

療
体

制
の

維
持

○
小

児
救

急
の

初
期

・二
次

・三
次

医
療

機
関

の
役

割
分

担
○

こ
ども

救
急

相
談

ダ
イ

ヤ
ル

(＃
8000)の

周
知

○
す

こ
や

か
キ

ッズ
を

含
め

、
持

続
可

能
な

小
児

救
急

医
療

体
制

の
構

築
に

向
け

て
検

討

④
災

害
時

小
児

周
産

期
リエ

ゾ
ン

認
定

者
数

令
和

５
年

度
19人

→
28人

①
小
児
救
急
医
療
体
制
の
維
持

②
医

師
確

保
及

び
医

師
の

働
き

方
改

革
の

推
進

○
小

児
科

医
確

保
支

援
策

の
展

開
○

キ
ャ
リア

形
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

充
実

等
に

よ
る

本
県

へ
の

定
着

化
推

進
○

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

等
に

よ
る

働
き

方
改

革
推

進

②
医
師
確
保
及
び
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
小

児
科

医
師

の
地

域
偏

在
や

高
齢

化
を

踏
ま

え
、
現

状
の

小
児

医
療

体
制

を
維

持
し

て
い

くた
め

に
、

医
師

の
確

保
や

医
師

の
働

き
方

改
革

を
推

進
し

て
い

くこ
と
が

必
要

。
○

全
国

的
に

増
加

傾
向

に
あ

る
医

療
的

ケ
ア

児
に

対
し

て
、
地

域
で

安
心

し
て

生
活

で
き

る
よ

う
な

体
制

整
備

が
重

要
。

《課
題

》

《現
状
》

②
小

児
科

医
師

数
令

和
２

年
143人

→
170人

①
救

急
搬

送
の

軽
症

者
割

合
令

和
４

年
度

88.1％
→

現
状

以
下

③
医

療
的

ケ
ア

児
を

支
援

可
能

な
二

次
医

療
圏

数
令

和
５

年
度

７
圏

域
→

７
圏

域
を

維
持

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

③
医

療
的

ケ
ア

児
を

支
援

す
る

体
制

整
備

○
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
セ

ン
タ

ー
を

中
心

とし
た

支
援

体
制

の
構

築
○

関
係

機
関

との
連

携
強

化
に

向
け

た
協

議
の

場
の

設
定

④
災

害
時

や
新

興
感

染
症

発
生

・ま
ん

延
時

に
お

け
る

小
児

・周
産

期
医

療
体

制
の

確
保

③
医
療
的
ケ
ア
児
を
支
援
す
る
体
制
整
備

④
災
害
時
や
新
興
感
染
症
発
生
・ま
ん
延
時
に

お
け
る
小
児
・周
産
期
医
療
体
制
の
確
保
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「周
産
期
医
療
」の
概
要

①
持

続
可

能
な

周
産

期
医

療
体

制
の

構
築

○
周

産
期

医
療

の
質

の
向

上
と安

全
性

確
保

の
た

め
の

医
療

圏
の

設
定

○
分

娩
取

扱
医

療
機

関
を

は
じ

め
とす

る
周

産
期

医
療

機
関

の
役

割
分

担

②
医

師
確

保
や

医
師

の
働

き
方

改
革

の
推

進
○

産
科

医
及

び
小

児
科

医
確

保
支

援
策

の
展

開
○

キ
ャ
リア

形
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

充
実

に
よ

る
本

県
へ

の
定

着
化

促
進

○
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
等

に
よ

る
働

き
方

改
革

推
進

○
分

娩
数

や
出

生
数

の
減

少
を

踏
ま

え
、
持

続
可

能
な

周
産

期
医

療
体

制
の

構
築

に
向

け
て

、
医

療
圏

の
設

定
を

は
じ

め
、
医

師
の

確
保

や
医

師
の

働
き

方
改

革
を

推
進

し
て

い
くこ

と
が

必
要

。
○

分
娩

医
療

機
関

の
分

娩
取

り止
め

等
に

伴
い

生
じ

る
妊

産
婦

の
負

担
・不

安
の

解
消

の
た

め
、
安

心
し

て
出

産
で

き
る

環
境

づ
くり

を
推

進
す

る
こ

とが
重

要
。

《課
題

》

《現
状

》

③
妊

産
婦

ア
ク

セ
ス

支
援

に
取

り組
む

市
町

村
数

令
和

５
年

２
市

町
→

 30市
町

村

①
周

産
期

医
療

圏
の

設
定

・維
持

令
和

５
年

５
圏

域
→

５
圏

域
②

県
内

で
分

娩
を

取
り扱

う産
科

医
師

数
令

和
５

年
61人

→
67人

県
内

の
小

児
科

医
師

数
令

和
２

年
143人

→
170人

５
圏

域
:

【和
歌

山
・那

賀
・有

田
】、

橋
本

、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

①
持
続
可
能
な
周
産
期
医
療
体
制
の
構
築

②
医
師
確
保
や
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進

③
安
心
し
て
出
産
で
き
る
環
境
づ
くり
の
支
援

④
妊
産
婦
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
対
策
の
充
実

⑤
災
害
時
や
新
興
感
染
症
発
生
・ま
ん
延
時
に
お
け
る
小
児
・周
産
期
医
療
体
制
の
確
保

③
安

心
し

て
出

産
で

き
る

環
境

づ
くり

の
支

援
○

周
産

期
母

子
医

療
セ

ン
タ

ー
の

安
定

的
な

運
営

支
援

○
妊

産
婦

健
診

や
出

産
に

要
す

る
交

通
費

等
支

援

④
妊

産
婦

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

対
策

の
充

実
○

産
後

ケ
ア

事
業

や
産

婦
健

康
診

査
事

業
を

推
進

⑤
災

害
時

や
新

興
感

染
症

発
生

・ま
ん

延
時

に
お

け
る

小
児

・周
産

期
医

療
体

制
の

確
保

④
産

後
ケ

ア
事

業
及

び
産

婦
健

康
診

査
事

業
に

取
り

組
む

市
町

村
数

令
和

５
年

19市
町

村
→

 30市
町

村
⑤

災
害

時
小

児
周

産
期

リエ
ゾ

ン
認

定
者

数
令

和
５

年
度

19人
→

 28人

■
現
状
と
課
題

■
圏
域
設
定

■
主
な
施
策
の
方
向

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）
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①
平

均
救

急
搬

送
時

間
令

和
４

年
44.2分

→
38.2分

以
下

③
精

神
疾

患
に

か
か

る
平

均
救

急
搬

送
時

間
令

和
４

年
49.0分

→
43.5分

以
下

④
救

急
出

動
件

数
（

人
口

１
万

人
あ

た
り）

令
和

４
年

606.3件
→

現
状

以
下

⑤
公

的
病

院
等

に
お

け
る

救
急

科
の

常
勤

医
師

数
令

和
５

年
43人

→
53人

①
三

次
救

急
医

療
機

関
の

軽
症

患
者

割
合

令
和

４
年

度
63.3％

→
50％

②
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

医
療

とケ
ア

に
つ

い
て

家
族

と話
し

合
った

こ
とが

あ
る

者
の

割
合

（
65歳

以
上

）
令

和
５

年
度

45.9％
→

72％ 「救
急
医
療
」の
概
要

《現
状

》
○

救
急

患
者

数
は

減
少

傾
向

に
あ

る
も

の
の

、
救

急
出

動
件

数
は

増
加

傾
向

に
あ

り
、
特

に
高

齢
者

の
救

急
搬

送
が

増
加

。
○

救
急

搬
送

時
間

は
増

加
傾

向
に

あ
り
、
特

に
精

神
疾

患
に

か
か

る
救

急
搬

送
時

間
は

、
全

体
よ

りも
⾧

い
傾

向
。

①
救
急
医
療
体
制
の
堅
持

②
高
齢
者
の
救
急
医
療
体
制
整
備

《課
題

》③
精
神
科
救
急
と
一
般
救
急
の
連
携
強
化

④
救
急
医
療
の
適
正
利
用
に
つ
い
て
の
県
民
啓
発

⑤
医
師
確
保
や
医
師
の
働
き
方
改
革
の
推
進

⑥
新
興
感
染
症
の
発
生
・ま
ん
延
時
に
お
け
る

通
常
の
救
急
医
療
の
提
供

■
現
状
と
課
題

■
圏
域
設
定

②
高

齢
者

の
救

急
医

療
体

制
整

備
○

救
急

医
療

機
関

、
消

防
機

関
、
か

か
りつ

け
医

及
び

介
護

施
設

等
が

連
携

・協
議

す
る

体
制

の
構

築
○

Ａ
Ｃ

Ｐ
(ア

ド
バ

ン
ス

・ケ
ア

・プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

）
の

県
民

啓
発

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

③
精

神
科

救
急

と一
般

救
急

の
連

携
強

化
○

身
体

疾
患

と精
神

疾
患

の
合

併
症

患
者

の
受

入
体

制
に

必
要

とな
る

、
消

防
機

関
・救

急
医

療
機

関
・精

神
科

救
急

医
療

機
関

の
連

携
に

つ
い

て
協

議

④
救

急
医

療
の

適
正

利
用

に
つ

い
て

の
県

民
啓

発
○

適
切

な
医

療
機

関
受

診
（

選
択

）
、
適

切
な

救
急

要
請

が
で

き
る

よ
うに

、
受

療
行

動
に

つ
い

て
の

県
民

啓
発

を
引

き
続

き
実

施
○

電
話

相
談

体
制

（
救

急
医

療
情

報
セ

ン
タ

ー
の

医
療

機
関

案
内

、
#

8000の
小

児
救

急
相

談
）

の
周

知

⑤
医

師
確

保
や

医
師

の
働

き
方

改
革

の
推

進

⑥
新

興
感

染
症

の
発

生
・ま

ん
延

時
に

お
け

る
通

常
の

救
急

医
療

の
提

供

①
救

急
医

療
体

制
の

堅
持

○
地

域
に

お
け

る
救

急
医

療
機

関
の

役
割

の
明

確
化

○
二

次
・三

次
救

急
医

療
機

関
の

軽
症

患
者

割
合

の
引

き
下

げ
○

転
院

の
受

け
皿

とし
て

の
地

域
密

着
型

協
力

病
院

の
充

実

■
主
な
施
策
の
方
向

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）
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「災
害
医
療
」の
概
要

①
災

害
時

に
お

け
る

病
院

機
能

の
維

持
○

補
助

事
業

を
活

用
し

た
病

院
の

耐
震

化
推

進
○

災
害

支
援

病
院

の
自

家
発

電
機

の
燃

料
備

蓄
等

の
推

進
○

ロ
ー

カ
ル

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

養
成

研
修

の
実

施
○

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

や
関

係
団

体
と協

力
し

、
Ｅ

Ｍ
Ｉ

Ｓ
の

基
本

情
報

の
入

力
率

向
上

③
業

務
継

続
計

画
策

定
病

院
数

令
和

４
年

21病
院

→
41病

院

①
災
害
時
に
お
け
る

病
院
機
能
の
維
持

②
災

害
医

療
調

整
本

部
等

受
援

体
制

の
強

化
○

災
害

支
援

チ
ー

ム
の

受
入

を
想

定
し

た
災

害
訓

練
を

各
医

療
圏

で
実

施
○

災
害

医
療

コ
ー

デ
ィネ

ー
タ

ー
の

増
員

○
災

害
支

援
病

院
の

訓
練

参
加

の
推

進

②
災
害
医
療
調
整
本
部

等
の
受
援
体
制
の
強
化

○
災

害
拠

点
病

院
、
災

害
支

援
病

院
に

つ
い

て
は

、
耐

震
化

や
高

速
衛

星
通

信
設

備
の

設
置

等
ハ

ー
ド

面
、

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

チ
ー

ム
数

、
ロ

ー
カ

ル
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
チ

ー
ム

数
等

の
ソ

フ
ト

面
とも

に
整

備
が

進
ん

で
い

る
。

○
自

家
発

電
機

の
燃

料
備

蓄
（

３
日

分
）

に
つ

い
て

、
災

害
支

援
病

院
で

は
３

日
分

の
燃

料
を

備
蓄

で
き

て
い

な
い

病
院

が
半

数
以

上
。

○
業

務
継

続
計

画
（

Ｂ
Ｃ

Ｐ
）

の
策

定
に

つ
い

て
は

、
災

害
拠

点
病

院
で

の
策

定
は

完
了

し
て

い
る

が
、
計

画
目

標
病

院
（

浸
水

想
定

区
域

内
病

院
）

は
策

定
で

き
て

い
な

い
病

院
が

多
い

。
○

広
域

災
害

・救
急

医
療

情
報

シ
ス

テ
ム

（
Ｅ

Ｍ
Ｉ

Ｓ
）

に
平

時
か

ら
入

力
し

て
お

く必
要

が
あ

る
項

目
（

自
家

発
電

機
の

給
油

口
の

規
格

等
）

の
入

力
率

が
低

い
。

《課
題

》

《現
状

》

①
病

院
の

耐
震

化
率

令
和

４
年

72.3%
→

80%

②
災

害
支

援
チ

ー
ム

の
受

入
を

想
定

し
た

災
害

訓
練

の
実

施
箇

所
数

令
和

４
年

２
ヶ
所

→
９

ヶ
所

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

③
発
災
直
後
か
ら
安
定
期

ま
で
の
切
れ
目
な
い
対
応

③
発

災
直

後
か

ら
安

定
期

ま
で

の
切

れ
目

な
い

対
応

○
病

院
に

よ
る

業
務

継
続

計
画

（
Ｂ

Ｃ
Ｐ

）
の

策
定

推
進

■
現
状
と
課
題

■
圏
域
設
定

■
主
な
施
策
の
方
向

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）
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「へ
き
地
医
療
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

○
へ

き
地

診
療

所
33施

設
、
へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

６
病

院
、
民

間
医

療
機

関
か

ら
の

医
師

派
遣

や
市

町
の

指
定

管
理

者
制

度
に

よ
る

へ
き

地
診

療
所

の
運

営
等

、
多

様
な

形
態

に
よ

り安
定

的
な

へ
き

地
医

療
を

提
供

。
○

へ
き

地
診

療
所

数
の

減
少

や
無

医
地

区
等

数
の

増
加

。
○

無
医

地
区

等
・へ

き
地

診
療

所
周

辺
地

域
住

民
の

高
齢

化
や

へ
き

地
診

療
所

常
勤

医
師

の
高

齢
化

が
進

行
。

《課
題

》

《現
状
》

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮

■
主
な
施
策
の
方
向

①
へ

き
地

医
療

提
供

体
制

の
堅

持
○

へ
き

地
医

療
拠

点
病

院
の

機
能

強
化

及
び

指
定

の
推

進
（

主
要

３
事

業
の

実
績

向
上

）
○

へ
き

地
診

療
所

等
へ

の
移

動
交

通
手

段
の

確
保

（
患

者
輸

送
車

等
）

○
へ

き
地

診
療

所
等

へ
の

施
設

整
備

・医
療

機
器

整
備

支
援

（
補

助
金

活
用

）
○

ド
ク

タ
ー

ヘ
リの

安
定

的
な

運
航

②
患

者
の

高
齢

化
に

伴
い

多
様

化
す

る
医

療
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

○
遠

隔
医

療
支

援
シ

ス
テ

ム
の

利
用

促
進

○
オ

ン
ラ

イ
ン

診
療

な
ど先

進
的

事
例

の
横

展
開

や
導

入
支

援
○

歯
科

医
療

、
口

腔
ケ

ア
の

重
要

性
の

周
知

③
へ

き
地

医
療

を
支

え
る

医
療

従
事

者
の

確
保

○
自

治
医

科
大

学
や

県
立

医
科

大
学

地
域

医
療

枠
な

ど
医

師
の

養
成

と適
正

配
置

○
へ

き
地

な
ど地

域
医

療
を

支
え

る
看

護
職

員
の

養
成

及
び

確
保

○
へ

き
地

医
療

を
支

え
る

医
療

機
関

で
勤

務
を

希
望

す
る

医
師

に
対

し
、
「青

洲
医

師
ネ

ット
」を

通
じ

職
業

紹
介

③
へ

き
地

診
療

所
・へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

等
へ

の
医

師
配

置
数

令
和

５
年

度
48人

→
60人

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

②
遠

隔
医

療
支

援
シ

ス
テ

ム
を

利
用

す
る

へ
き

地
診

療
所

数
令

和
４

年
度

３
箇

所
→

７
箇

所

①
へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

の
指

定
数

令
和

５
年

度
６

病
院

→
７

病
院

①
へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

の
中

で
主

要
３

事
業

の
年

間
実

績
が

合
算

で
12回

以
上

の
医

療
機

関
の

割
合

令
和

４
年

度
100％

→
100％

（
各

年
度

）

①
へ

き
地

医
療

拠
点

病
院

の
中

で
必

須
事

業
の

実
施

回
数

が
年

間
１

回
以

上
の

医
療

機
関

の
割

合
令

和
４

年
度

100％
→

100％
（

各
年

度
）

①
へ
き
地
医
療
提
供

体
制
の
堅
持

②
患
者
の
高
齢
化
に
伴
い
多
様
化

す
る
医
療
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応

③
へ
き
地
医
療
を
支
え
る

医
療
従
事
者
の
確
保
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「新
興
感
染
症
発
生
・ま
ん
延
時
に
お
け
る
医
療
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
新

興
感

染
症

の
発

生
を

想
定

し
た

平
時

か
ら

の
準

備
○

病
床

確
保

、
外

来
対

応
、
自

宅
療

養
者

等
へ

の
医

療
提

供
等

に
つ

い
て

、
医

療
機

関
と協

定
を

締
結

○
研

修
・訓

練
の

機
会

を
充

実

①
新
興
感
染
症
の

発
生
を
想
定
し
た

平
時
か
ら
の
準
備

②
関
係
機
関
の
役
割

分
担
の
明
確
化

及
び
連
携
強
化

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
の

流
行

は
社

会
全

体
に

大
き

な
影

響
を

与
え

、
医

療
面

で
は

病
床

、
人

材
、

物
資

等
の

機
動

的
な

確
保

が
困

難
に

な
る

等
、
様

々
な

課
題

が
顕

在
化

。
○

前
例

の
な

い
中

、
医

療
機

関
を

は
じ

め
様

々
な

機
関

が
試

行
錯

誤
し

な
が

ら
対

応
。

○
今

後
も

新
興

感
染

症
の

発
生

が
懸

念
さ

れ
る

が
、
時

期
や

感
染

力
、
病

原
性

等
の

事
前

予
測

は
困

難
。

《課
題

》

《現
状
》

■
圏
域
設
定

全
県

１
圏

域

③
不
安
解
消
や
人
権
侵
害

防
止
に
資
す
る
正
確
で

効
果
的
な
情
報
提
供

②
関

係
機

関
の

役
割

分
担

の
明

確
化

及
び

連
携

強
化

○
県

感
染

症
予

防
対

策
連

携
協

議
会

を
活

用
し

た
、
役

割
分

担
の

明
確

化
及

び
連

携
強

化
○

県
感

染
症

予
防

計
画

の
策

定
を

通
し

た
よ

り広
範

か
つ

詳
細

な
内

容
を

明
確

化

③
不

安
解

消
や

人
権

侵
害

防
止

に
資

す
る

正
確

で
効

果
的

な
情

報
提

供
○

各
種

広
報

媒
体

を
活

用
し

、
科

学
的

知
見

に
基

づ
い

た
正

確
な

情
報

を
提

供
○

新
興

感
染

症
発

生
時

に
お

い
て

、
相

談
窓

口
で

の
情

報
提

供
に

よ
り
県

民
の

不
安

を
軽

減
○

感
染

者
等

へ
の

差
別

や
偏

見
を

防
ぐよ

う配
慮

し
た

情
報

を
発

信

①
協

定
締

結
に

よ
る

確
保

病
床

数
(流

行
初

期
)

200床
以

上
(流

行
初

期
以

降
)

300床
以

上

①
協

定
締

結
に

よ
る

外
来

医
療

機
関

数
(流

行
初

期
)

200ヶ
所

以
上

(流
行

初
期

以
降

)
300ヶ

所
以

上

②
県

感
染

症
予

防
対

策
連

携
協

議
会

年
間

開
催

回
数１

回

①
協

定
締

結
に

よ
る

自
宅

療
養

者
等

へ
の

医
療

提
供

機
関

数
360ヶ

所
以

上

①
県

内
の

保
健

所
等

に
お

け
る

年
間

研
修

・訓
練

実
施

回
数

10回
以

上
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「在
宅
医
療
」の
概
要

■
現
状
と
課
題

■
主
な
施
策
の
方
向

①
介

護
との

連
携

を
含

め
た

在
宅

医
療

提
供

体
制

の
充

実
○

わ
か

や
ま

在
宅

医
療

推
進

安
心

ネ
ット

ワ
ー

ク
を

推
進

（
地

域
密

着
型

協
力

病
院

の
充

実
、

か
か

りつ
け

医
の

普
及

、
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

等
の

在
宅

医
療

実
施

機
関

の
充

実
等

）
○

在
宅

医
療

と介
護

に
携

わ
る

関
係

者
に

よ
る

協
議

会
や

研
修

会
等

を
開

催
○

災
害

時
に

お
け

る
Ｂ

Ｃ
Ｐ

の
策

定
を

推
進

③
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

医
療

や
ケ

ア
に

つ
い

て
家

族
と話

し
合

った
こ

とが
あ

る
者

の
割

合
(65歳

以
上

)
令

和
５

年
度

45.9％
→

72％

①
介
護
と
の
連
携
を
含
め
た
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
充
実

②
在

宅
医

療
を

支
え

る
人

材
の

確
保

・育
成

○
医

師
、
訪

問
看

護
師

等
の

在
宅

医
療

に
携

わ
る

人
材

の
確

保
・育

成
○

特
定

行
為

研
修

受
講

看
護

師
等

の
高

度
な

専
門

知
識

・技
術

を
持

った
看

護
職

を
育

成

②
在
宅
医
療
を
支
え
る
人
材
の
確
保
・育
成

■
主
な
数
値
目
標
（
令
和
1
1
年
度
）

○
人

口
10万

対
の

往
診

及
び

訪
問

診
療

を
受

け
た

患
者

数
、
訪

問
看

護
の

利
用

者
数

、
在

宅
医

療
関

係
施

設
数

は
全

国
平

均
を

上
回

って
い

る
。

○
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョン

１
事

業
所

あ
た

りの
職

員
数

は
全

国
よ

り
少

な
い

。
○

人
生

の
最

終
段

階
に

お
け

る
医

療
に

つ
い

て
、
家

族
と話

し
合

った
こ

と
の

な
い

人
が

半
数

以
上

。
《課

題
》

《現
状
》

②
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョン

に
従

事
す

る
看

護
職

員
数

（
常

勤
換

算
）

令
和

３
年

790人
→

1,030人

①
地

域
密

着
型

協
力

病
院

数
令

和
５

年
度

25病
院

→
40病

院

■
圏
域
設
定

７
圏

域
:

和
歌

山
、
那

賀
、
橋

本
、
有

田
、
御

坊
、
田

辺
、
新

宮 ③
患
者
自
ら
の
意
思
に
沿
っ
た
人
生
の

最
終
段
階
に
お
け
る
医
療
体
制
の
整
備

③
患

者
自

ら
の

意
思

に
沿

った
人

生
の

最
終

段
階

に
お

け
る

医
療

体
制

の
整

備
○

在
宅

医
療

と救
急

医
療

の
連

携
・協

議
体

制
の

構
築

○
人

生
の

最
終

段
階

の
医

療
に

係
る

意
思

決
定

を
支

援
す

る
医

療
職

等
を

育
成

○
県

民
に

対
す

る
広

報
・啓

発
を

実
施

①
か

か
りつ

け
医

が
い

る
者

の
割

合
令

和
５

年
度

70.2％
→

90％
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